
調査目的・概要調査目的・概要

令和８年度 先導的官民連携支援事業

調査内容・スケジュール調査内容・スケジュール

蒲郡市では、港湾エリアの開発事業において港湾法に創設された「みなと緑地PPP（港湾環境整備計画制度）」を活用して良好な港湾緑地の形成
を目指している。みなと緑地PPPは、港湾管理者が港湾緑地（行政財産）を民間に貸し付けて、公共還元を条件に収益施設の建設を認める制度であ

る。本件については、基礎自治体である蒲郡市が港湾管理者および土地所有者である愛知県と連携して蒲郡市が主体となって制度活用できる事
業スキームを構築することを目的に調査するものである。本調査により、基礎自治体による制度活用のモデルが構築されると、同様の課題を抱える
他の自治体に展開され、港湾におけるPPP事業が推進されることが期待できる。

【テーマ③】県・市連携による蒲郡東港港湾緑地を核としたみなと緑地PPP導入可能性調査 【調査主体】愛知県蒲郡市（人口７．６万人）

事業手法検討支援型 □情報整備等支援型

調査内容 6月 7月 8月 9月
10
月

11
月
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月

1月 2月

現状把握・課題資源調
査

都市計画法・計画上の
調査

港湾法・港湾計画に基
づく調査

地方自治法・公有資産
活用に関する調査

PPP手法の調査・比較検
討

マルチステイクホルダー
の役割分担検討

事業条件・実現性評価

事業推進スケジュール
検討

公募・事業者選定に向
けた検討

•港湾法及び都市計画法に関する上位計画・規制を把握し、
港湾管理者との協議に必要なフロー・条件整理を行う。

•地方自治法に基づく公有財産の区分と活用可能性を調査
し、指定管理者制度、定期借地権、公募設置管理制度等
の活用可能性を整理・スキーム検討をする。

•指定管理者制度、Park-PFI、港湾環境整備計画制度等に

ついて事業の収益性、発展性、地域経済効果、安定性、
公共性等の視点からPPP手法の調査・比較検討をする。

•港湾を中心とした国・県の関係機関及び専門家等による
検討体制を構築する。

•基礎自治体・港湾管理者・土地所有者のほか、民間等を
含めたマルチステイクホルダーの役割分担を検討する。

•事業スキームモデル案を検討体制での議論を経て検討す
る。

•実施方針・事業推進スケジュール案を検討する。

•サウンディング調査結果を分析し、事業スキームモデル案
を反映した公募要件等を検討する。
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事業・施設の概要事業・施設の概要 事業・施設の課題事業・施設の課題

検討経緯／事業化スケジュール検討経緯／事業化スケジュール

事業手法検討支援型 □情報整備等支援型

• 本調査の事業対象地（埋立地）は、港湾管理者である愛知県と埋め立
て事業を行った港湾エリアで、平成13年に埋立竣工したが、社会情勢
の影響を受けて土地利用が進まず、これまで未利用地となってきた。

• 令和2年度から東港地区開発推進事業に着手し令和3年8月に「蒲郡市
東港地区まちづくりビジョン」を策定、その後、民間資金を活用したコン
テンツの充実及び良好な港湾緑地の形成に向けて、社会実験やサウ
ンディング調査を行いながら「蒲郡市東港地区マスタープラン（令和8年
6月頃策定予定）」の検討（土地利用計画含む）に取り組んできた。

• 開発計画では、市民などの日常の一部として過ごしたくなる港の空間を
形成することを目指している。

• 日常の賑わいがある港の風景を形成するため、市民等民間によるまち
づくり団体などの主体形成に向けた支援も並行して取り組んでいる。

• 具体的な開発事業については、エリアの一部である竹島ふ頭について
、令和7年度より、第2世代交付金（R8より地域未来交付金）の採択を
受けて設計業務に着手しており令和10年度までを整備完了として取り
組んでいるところである。

• 開発エリアの中で、民間事業者による商業コンテンツの充実を図ること
を目指しており、令和4年に港湾法に創設された港湾環境整備計画制
度（みなと緑地PPP)を活用して良好な港湾緑地の形成を想定している
。

• 本開発事業は、空間活用する地域（市民等）の主体と民間事業者によ
る連携により、エリアマネジメントの実現も含めて持続可能で魅力ある
港の実現を目指しているが、具体的な民間誘導に関し、みなと緑地
PPPの活用を想定する中で、港湾管理者ではない基礎自治体の立場
である蒲郡市が先導的にPPP事業に取り組むためのスキームが確立
されておらず課題となっている。

• 民間に貸し付ける港湾緑地は土地所有者の愛知県の許可を得て蒲郡
市で整備する計画であり、この緑地を行政財産として民間に貸し付ける
仕組みの整理が課題の一つである。なお、地域未来交付金で整備する
港湾緑地の民間への貸付は財産処分にあたらないと判断されている。

• 令和3年8月に策定した「蒲郡市東港地区まちづくりビジョン」で示す、ま
ちづくりの方法の一つに「官民対話による事業推進」を掲げており、
PPP事業推進を図るとしている。

• PPP/PFI推進アクションプランの新たなＰＰＰ／ＰＦＩ活用モデルの形成
の一つにみなと緑地PPP導入促進を図るとしている。

令和3年度 蒲郡市東港地区まちづくりビジョン策定
令和6年度 社会実験「ポートタウンまちづくりデイズ」

民間活力導入に向けたサウンディング調査（構想段階）
令和7年度 みなと緑地PPP社会実験「みなとまちvillage」

公募検討に向けたサウンディング調査
第2世代交付金「日常的に過ごしたくなる港整備事業」
先行整備対象の竹島ふ頭広場実施設計着手

令和8年度 蒲郡市東港地区マスタープラン策定（6月予定）
港湾情報拠点施設設計プロポーザル公募
本調査実施
実施方針決定目標

令和9年度 事業者公募開始目標
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